
インフルエンザの出席停止期間について 

 

 

 

発症日を０日目とするので、発症日から数えると 

必ず６日間は休む必要があります。 

  また、「解熱後２日間」の数え方も解熱した日を 

０日目として数えます。 

 

※ ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれが 

 ないと認めたときは、この限りではありません。 


